
和光市立小・中学校における働き方改革基本方針

令和２年１２月

和光市教育委員会

和光市では、令和２年１２月に和光市立小・中学校における働き方改革基本方針を策定し

ました。

子供たちと直接関わる教職員が生き生きと働き、心身共に健康で充実した日々を送ること

が、学校教育活動の質を高め、子供たちをよりよく育むとともに、学校が子供たちにとって

より楽しく魅力あふれる場となることにつながります。

保護者や地域の皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いします。

期 間：令和２年１２月１日～令和５年９月３０日

目 的：教職員の働き方を見直し、学校教育の質の維持・向上を図る。

(1) 教職員の業務の見直し

(2) 教職員の健康の維持増進(5) 家庭や地域社会等との連携・協働

(3) 教職員の意識改革(4) 教職員の資質・能力の向上

①総業務量の縮減と業務の整理

②学校の組織運営体制の見直し

③環境整備

①超過勤務時間の縮減

②休暇等の取得の促進

③労働安全衛生の推進

①自分の働き方の見直し

②職場全体の働き方の見直し

①研究・研修による教職員の

力量形成

②身に付けるべき資質・能力

③学校づくりのチームの一員として

の参画

①「社会に開かれた

教育課程」の推進

②「チーム学校」づくり

の推進

③家庭や地域社会等の理解促進

○５つの基本方針と具体的な取組

学校教育の質的向上

子供たちのより良き成長



○推進に当たって
働き方改革の推進に当たっては、次の通り PDCA サイクルを回して、改善を図っていく

こととします。

⑴ 負担軽減検討委員会【Ｐ】

⑵ 働き方改革実践【Ｄ】

⑶ データ分析【Ｃ】

⑷ 衛生推進者連絡協議会【Ａ】

○本市における具体的な取組
⑴ 出退勤管理システムの活用

教職員の時間外在校時間について、客観的データに基づいて管理します。

⑵ 留守番電話による時間外対応

時間外対応の縮減に努めます。

⑶ 部活動ガイドラインの制定とそれに基づく活動

本市中学校における部活動の在り方を定めたガイドラインを制定し、それに基づく活

動をしています。

⑷ ストレスチェックの実施

市内全小・中学校の教職員を対象として、ストレスチェックを実施しています。

【参考資料】

○ 学校における働き方改革について ※文部科学省のホームページ

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm

○ 市町村立小中学校における働き方改革推進に向けた取組 ※埼玉県のホームページ

http://www.pref.saitama.lg.jp/f2213/hutankeigen.html

○ 和光市立小・中学校における働き方改革基本方針 ※和光市ホームページ

https://www.wako.lg.jp/home/kyoiku/gakkou/syoutyuu/_18776/_20159.html

◎ 留守番電話のセット

【小学校】午後６時００分～午前７時３０分

【中学校】午後７時００分～午前７時３０分

※ 上記留守番対応の時間において、やむを得ず、緊急な連絡が必要な場合は、市教委へ。

◎ ４つのポイント＋α

１ 活動時間の設定

・ 平日…２時間程度 休日…３時間程度

２ 休養日の設定

・ 平日は少なくとも１日 ・ 週休日は少なくとも１日以上（週末にとれなければ振替える）

３ オフシーズンの設定

・ 夏休み・冬休み…１週間程度の連続したお休みを設ける。

・ 学校閉庁日（お盆、年末年始）には原則活動しない。

４ 大会前の例外

・ 大会前及びコンクールの開催前２週間前に限り規定に限らず活動できる（定期テストや上限時間

等の制限あり）。

（＋α 自転車保険への加入）

和光市役所 048-464-1111

資料はこちらから→
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